
令和３年3月、福井市下岬地区・越前町上岬地区・南越前
町糠地区を対象区域とする「越前海岸の水仙畑」が、福井
県で初めて国の重要文化的景観に選定されました。

このたび、３市町で組織する越前海岸の水仙畑の文化的
景観保存活用連携協議会では、水仙畑の管理・景観維持を
目的とした「文化的景観の守り人育成事業」の一環として、
有識者による獣害対策研修会を開催いたします。

本研修会では、福井県発行『鳥獣害対策マニュアル』の
監修者である、麻布大学の江口祐輔先生をお招きし、野生
動物による農業被害とその対策などについてお話しいただ
きます。

日時 令和８年２月28日(土)14時より
講師 江口祐輔先生（麻布大学教授）
会場 南越前町河野地区公民館

４階 しおさいホール
（南条郡南越前町河野15-6-1）

定員 50名[参加費無料・申込不要]

越前海岸の水仙畑の文化的景観保存活用連携協議会
（事務局 南越前町教育委員会事務局）
〒919-0223 南条郡南越前町東大道32-5（南条地区公民館内）
電話0778-47-8005 FAX47-7010 kyouiku@town.minamiechizen.lg.jp

獣害対策研修会を開催します！
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